




・社会保険の加入状況（厚生年金　健康保険　厚生年金基金　その他（　　　　））
・雇用保険の適用（有　,　無）
・雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
　　部署名　　　　　　　担当者職氏名　　　　　　　（連絡先　　　　　　）
・その他

・具体的に適用される職業規則名（　　　　　　　　　）

継続雇用制度（有（　　　　歳まで）、無）

その他

















継続勤務年数・年休日数



※１　一定の要件とは、以下の①又は②に該当する者です。
①期間の定めのない労働契約により雇用される者
②期間の定めのある労働契約により雇用される者であって、契約期間
が１年以上（特定業務に従事する場合は６か月以上）である者、契
約更新により１年以上雇用されることが予定される者

※２　特定業務とは、暑熱、寒冷、振動、重量物取扱い、騒音、深夜業、病
原体汚染などの業務をいいます。

※３　特殊健診には、有機溶剤健診、特定化学物質健診、鉛健診、電離放射
線健診、石綿健診などがあります。

　健康診断は、事業場の費用で、常時使用する労働者（短時
間労働者でも、一定の要件（※1）を満たし、かつ 1 週間の所定
労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の４分の３以
上である者は含まれます）に、雇入れ時、有害業務への配置
替時とその後の定期的な実施が義務付けられています。

※3

※2







　労働契約に関する基本的なルールを定めた労働契約法が平
成 20 年 3月 1日から施行されています。労働契約法は、罰
則はありませんが、解雇等に関して民法の権利濫用法理に当
てはめた場合の判断基準など、私法上の効果を明確にするも
のです。民事裁判や労働審判は労働契約法の規定を踏まえて
行われます。
　なお、労働契約法は平成 24年度に一部改正され、平成 25
年４月 1日以降に開始する有期労働契約が繰り返し更新され
て通算で 5年を超えたときは、労働者の申込みにより無期労
働契約に転換できるルール（労働契約法第 18 条）、有期契
約労働者と無期労働契約労働者との間で、期間の定めがある
ことによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止する
ルール（労働契約法第 20条）等の新たな規定が設けられまし
た。



　退職勧奨、賃下げ、雇止め、配置転換、パワハラ、いじめなど
の事案の解決には、総合労働相談コーナーにおける情報提供・相
談、都道府県労働局長による助言・指導、紛争調整委員会による
あっせんの制度があります。
　男女差別、セクハラ、育児・介護休業、パート労働に係る
紛争については、都道府県労働局長による助言・指導・勧告・
紛争調整委員会による調停制度があります。
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